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物 品 供 給 契 約 書（案）

支出負担行為担当官 佐賀地方法務局長 ○○○○（以下「甲」という ）。

と供給者 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○（以下「乙」という ）。

との間において，事務用プリンタ消耗品等の供給に関し，次の条項により契約

を締結する。

（契約の目的）

第１条 乙は，本契約書に定める事項及び別添仕様書に従い，甲の発注に基づ

き，第３条に定める物品を迅速かつ円滑に甲の指定する場所に納入し，甲が

乙にその代価を支払うことを目的とする。

（契約期間）

第２条 契約期間は，平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までとす

る。

（契約金額）

第３条 本契約は単価契約とし，その金額及び対象となる物品は，別表のとお

りとする。

（納入）

第４条 乙は，甲から物品の発注を受けたときは，指定された数量を仕様書別

紙３の納入場所に１０日以内に納入しなければならない。

（検査）

第５条 甲は，物品の納入を受けた日から１０日以内に乙の立会いの下に検査

を行い，検査に合格したときは，物品の引渡しを受けるものとする。

２ 前項の検査に合格しなかったときは，乙は，遅滞なくこれを是正改善して

甲の検査を受けなければならない。

（代金の請求及び支払）

第６条 乙は，第５条に定める検査に合格したときは，別表に定める契約単価

に当該月末までに完納した物品の数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費

税を付加した金額（以下「代金」という ）を，翌月１０日までに一括して。

甲に請求するものとする。

２ 甲は，乙の適法な支払請求書を受理した日から３０日以内に代金を支払わ

なければならない。

（納入に要する費用の負担）

第７条 物品の納入に要する運賃その他の費用は，乙の負担とする。

（再委託）
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第８条 乙は，本契約の全部を一括して第三者に委託することはできない。

２ 乙は，再委託をしようとする場合には，甲の定める様式により再委託承認

申請書を提出し，甲の承認を受けなければならない。

， ， ，３ 乙は 本契約の一部を再委託したときは 再委託の相手方の行為について

甲に対し全ての責任を負うものとする。

４ 乙は，本契約の一部を再委託しようとするときは，乙がこの契約を遵守す

るために必要な事項について本契約書を準用して，再委託の相手方と約定し

なければならない。

（再委託に関する内容の変更）

第９条 乙は，再委託に関する内容を変更しようとする場合には，甲の定める

様式により再委託変更承認申請書を提出し，甲の承認を受けなければならな

い。

（履行体制）

第10条 乙は，再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には，

当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した

履行体制図を甲の定める様式により作成し，甲に提出しなければならない。

２ 乙は，前項の履行体制図に変更があるときは，速やかに甲に届け出なけれ

ばならない。ただし，商号又は名称及び住所のみの変更の場合は，届出を要

しない。

３ 前項の場合において，甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると

認めたときは，乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。

（権利義務の譲渡禁止等）

第11条 乙は，甲の承諾を得た場合を除き，この契約によって生ずる権利又は

， 。 ，義務の全部又は一部を第三者に譲渡し 又は承継させてはならない ただし

信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）

第１条の３に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は，この限

りでない。

２ 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には，甲の対

価の支払による弁済の効力は，甲が，予算決算及び会計令（昭和２２年勅令

第１６５号）第４２条の２の規定に基づき，センター支出官に対して支出の

決定の通知を行った時点で生ずるものとする。

（遅延損害金）

第12条 甲は，甲の責めに帰すべき事由により，第６条第２項に定める期間内

に支払を完了しないときは，乙に対し，政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和２４年法律第２５６号）に基づき，政府契約の支払遅延に対する

遅延利息の率を定める告示（昭和２４年大蔵省告示第９９１号）に定める率

の割合による遅延利息を支払わなければならない。
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（危険負担）

第13条 乙は，当事者双方の責めに帰することができない事由により債務を履

行することができなくなったときは，反対給付を受ける権利を有しない。

２ 乙は，甲の責めに帰すべき事由により債務を履行することができなくなっ

たときは，反対給付を受ける権利を失わない。ただし，自己の債務を免れた

ことにより利益を得たときは，これを甲に償還しなければならない。

（瑕疵担保）
か し

第14条 甲は納入された物品に瑕疵があるときは，乙に対して，その瑕疵の是
か し か し

正を請求し，又は是正に代えて，若しくは是正とともに損害の賠償を請求す

ることができる。

（損害賠償）

第15条 乙は，債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず，甲に損害を

与えた場合には，その損害を賠償しなければならない。ただし，その損害の

発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は，この限りでない。

２ 前項に定める賠償金額は，甲及び乙が協議の上，定めるものとする。

（契約解除）

第16条 甲は，次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは，この

契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) この契約の履行に関し，乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。

(2) 乙の責めに帰すべき事由により納入期限に，又は納入期限後相当の期限

内に物品を納入する見込みのないことが明らかに認められるとき。

(3) 乙がこの契約の条項に違反したとき。

２ 前項の規定によりこの契約の全部又は一部が解除されたときは，既納部分

で検査に合格したものは甲の所有とし，甲は，当該部分につき，別表に定め

る契約単価を乗じて得た額を支払わなければならない。

３ 乙は，第１項各号の一に該当するときは，甲が契約の全部又は一部を解除

するか否かにかかわらず，別表の契約単価に購入予定数量を乗じて得た額

（ 契約予定金額」という ）の１００分の１０に相当する額の違約金を甲「 。

に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。

甲の指定する期限までに支払わない場合は，乙は，甲に対し，期間満了の

日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ，年５．０パーセント

の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし，乙が支

払うべき遅延利息に１００円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て，遅

延利息が１００円未満である場合には支払を要しないものとする。

４ 前項に定める違約金は，損害賠償の予定，又はその一部としないものとす

る。

（談合等の不正行為に係る契約解除）
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第17条 甲は，本契約に関し，乙が次の各号の一に該当するときは，契約の全

部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して，私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」

という ）第７条又は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当す。

る行為の場合に限る ）の規定による排除措置命令を行ったとき。。

(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して，独占禁止法第７条の２第

１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む ）の規定。

による課徴金の納付命令を行ったとき，又は同法第７条の２第１８項若し

くは第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったと

き。

(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては，その役員又は

使用人)が，刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６若しくは第１９

８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定

による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。

， ， ，２ 乙は 本契約に関して 乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には

速やかに，当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金）

第18条 乙は，本契約に関し，次の各号の一に該当するときは，甲が契約の全

部又は一部を解除するか否かにかかわらず，契約予定金額の１００分の１０

に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな

い。

(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して，独占禁止法第７条若しく

は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限

る。)の規定による排除措置命令を行い，当該排除措置命令が確定したと

き。

(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して，独占禁止法第７条の２第

１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む ）の規定。

による課徴金の納付命令を行い，当該納付命令が確定したとき，又は同法

第７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を命じな

い旨の通知を行ったとき。

(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは，その役員又

は使用人)について，刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止

法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定し

たとき。

２ 乙は，前項第３号に規定する場合に該当し，かつ，次の各号の一に該当す

るときは，契約予定金額の１００分の１０に相当する額のほか，契約予定金
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額の１００分の５に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払

わなければならない。

(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して，独占禁止法第７条の２第

１項の規定による納付命令（同条第７項若しくは第８項又は第９項の規定

を適用したものに限る ）を行い，当該納付命令が確定したとき。。

(2) 乙が甲に対し，独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書

を提出しているとき。

， ， 。３ 乙は 契約の履行を理由として 前２項の違約金を免れることができない

４ 第１項及び第２項の規定は，第１５条に定める損害の額が違約金を超過す

る場合において，甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。

５ 乙が第１項及び第２項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わ

ない場合は，乙は，甲に対し，期間満了の日の翌日から起算して支払をする

日までの日数に応じ，年５．０パーセントの割合で計算した額の遅延利息を

支払わなければならない。ただし，乙が支払うべき遅延利息に１００円未満

の端数がある場合にはこれを切り捨て，遅延利息が１００円未満である場合

には支払を要しないものとする。

６ 本条の規定は，本契約の履行が完了した後においても効力を有する。

（属性要件に基づく契約解除）

第19条 甲は，乙が次の各号の一に該当すると認められるときは，何らの催告

を要せず，本契約を解除することができる。

(1) 法人等（個人，法人又は団体をいう ）の役員等（個人である場合はそ。

の者，法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結す

る事務所をいう ）の代表者，団体である場合は代表者又は理事等，その。

他経営に実質的に関与している者をいう ）が，暴力団（暴力団員による。

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下同じ ）又は暴力団員（同法第２条第６号。

に規定する暴力団員をいう。以下同じ ）であるとき。。

(2) 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

， 。者に損害を加える目的をもって 暴力団又は暴力団員を利用しているとき

(3) 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，又は

関与しているとき。

(4) 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利

用しているとき。

(5) 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いるとき。

（行為要件に基づく契約の解除）
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第20条 甲は，乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を

した場合は，何らの催告を要せず，本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

（下請契約等に関する確約）

第21条 乙は，前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という ）。

を下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは，全ての下請負人を含

む ，受託者（再委託以降の全ての受託者を含む ）及び下請負人若しくは。） 。

。 。）受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう 以下同じ

としないことを確約する。

（下請契約等に関する契約解除）

， ，第22条 乙は 契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは

直ちに当該下請負人等との契約を解除し，又は下請負人等に対し契約を解除

させるようにしなければならない。

２ 甲は，乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し，若し

くは下請負人等の契約を承認したとき，又は正当な理由がないのに前項の規

定に反して当該下請負人等との契約を解除せず，若しくは下請負人等に対し

契約を解除させるための措置を講じないときは，本契約を解除することがで

きる。

（違約金等）

第23条 甲は，第１９条及び第２０条の各号の一に該当すると認められるとき

は，この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず，契約予定金額

の１００分の１０に相当する額の違約金を乙に対して請求することができ

る。

， 。２ 前項に定める違約金は 損害賠償の予定又はその一部としないものとする

３ 甲は，第１９条，第２０条及び前条第２項の規定により本契約を解除した

場合は，これにより乙に生じた損害について，何ら賠償ないし補償すること

は要しない。

４ 乙は，甲が第１９条，第２０条及び前条第２項の規定により本契約を解除

した場合において，甲に損害が生じたときは，その損害を賠償するものとす

る。

５ 前項に定める賠償金額は，甲及び丙が協議の上，定めるものとする。

６ 乙が第１項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合

は，乙は，甲に対し，期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの
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日数に応じ，年５．０パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わな

ければならない。ただし，乙が支払うべき遅延利息に１００円未満の端数が

ある場合にはこれを切り捨て，遅延利息が１００円未満である場合には支払

を要しないものとする。

（不当介入に関する通報・報告）

第24条 乙は，自ら又は下請負人等が，暴力団，暴力団員又は社会運動・政治

運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入

（以下「不当介入」という ）を受けた場合は，これを拒否し，又は下請負。

人等をして，これを拒否させ，速やかに不当介入の事実を甲に報告するとと

もに，警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（契約保証金）

第25条 この契約に関しては，保証金を免除する。

（補則）

第26条 この契約書に定めのない事項又はこの契約に関して生じた疑義は，甲

及び乙が協議の上，定めるものとする。

上記契約の証として本書２通を作成し，当事者記名押印の上，各自１通を保

有する。

平成３１年４月１日

（甲） 佐賀市城内二丁目１０番２０号

支出負担行為担当官

佐賀地方法務局長 ○ ○ ○ ○

（乙） ○○県○○市○○町○番○号

株式会社○○○○

代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○



別表

項　番 規格
契約単価

（円：税抜き）
単　位 対象機器

1 エプソン 定着ユニット LPB3TCU22 1個
LP-S3500
LP-S3500Z

2 エプソン インクカートリッジ SC1

BK70
C70
MB70
M70
Y70

フォトブラック
シアン
マットブラック
マゼンタ
イエロー

1個

3 エプソン ロール紙 EPPP64A1 2本入 同等品可 1個

4 沖データ トナーカートリッジ TNR C3KK1 ブラック 再生品可 1個

5 沖データ トナーカートリッジ TNR
C3KC1
C3KM1
C3KY1

シアン
マゼンタ
イエロー

再生品可 1個

6 沖データ イメージドラム ID

C3KK
C3KY
C3KM
C3KC

ブラック
イエロー
マゼンタ
シアン

1個

7 沖データ トナーカートリッジ TC C4AK1 ブラック 再生品可 1箱

8 沖データ トナーカートリッジ TC
C4AY1
C4AM1
C4AC1

イエロー
マゼンタ
シアン

再生品可 2個/1箱

9 沖データ イメージドラムユニット ID C4SP 4色一体型 1箱

10 キャノン インクカートリッジ BCI 326

ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
グレー

1箱

11 キャノン インクカートリッジ BCI 325PGBK 2P ブラック 1個

12 キャノン インクカートリッジ BCI 326＋325/5MP 5色パック 2個/1箱

13 キャノン インクカートリッジ BCI 326＋325/6MP 6色パック 1箱

14 キャノン インクカートリッジ BCI

321BK
321C
321M
321Y

ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー

1個

15 キャノン インクカートリッジ BCI 320PGBK 2P ブラック 1個

16 キャノン インクカートリッジ BCI 321＋320 5色パック 1個

17 キャノン インクカートリッジ BC 310 ブラック 1個

18 キャノン インクカートリッジ BC 311 3色カラー 1個

19 キャノン インクカートリッジ PFI 107 顔料マットブラック 1個

20 キャノン インクカートリッジ PFI 107

染料ブラック
染料シアン
染料マゼンタ
染料イエロー

1個

21 キャノン ロール紙 LFM PPS-2/24/64 同等品可 1個

22 キャノン ロール紙 LFM PPS-2/A0/64 同等品可 1個

C332dnw

PIXUS MG6130
PIXUS MG5130

PIXUS MP550

PIXUS ip2700

iPF770MFP

契約単価一覧表

品　　名

SC-T3250

C810ｄｎ



項　番 規格
契約単価

（円：税抜き）
単　位 対象機器品　　名

23 リコー トナー IPSiO C830H ブラック 再生品可 1個

24 リコー トナー IPSiO C830H
イエロー
マゼンタ
シアン

再生品可 1個

25 リコー ドラムユニット IPSiO C830 ブラック 1個

26 リコー ドラムユニット IPSiO C830 カラー 1個

27 リコー 廃トナーボトル IPSiO C830 1個

28 リコー ドラムユニット IPSiO C740 ブラック 1個

29 リコー ドラムユニット IPSiO C740 カラー 1個

30 リコー トナー IPSiO C200
シアン
マゼンタ
イエロー

再生品可 1個

31 リコー トナー IPSiO C200 ブラック 再生品可 1個

32 リコー 廃トナーボトル IPSiO C220 1個

33 キャノン インクカートリッジ BJI

P300 BK
P300 C
P300 M
P300 Y
P300 LC
P300 LM

ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
ライトシアン
ライトマゼンタ

1個

34 キャノン インク回収タンク WT-X300 1個

35 ブラザー インクカートリッジ LC 11BK ブラック 1個

36 ブラザー インクカートリッジ LC
11C
11M
11Y

シアン
マゼンタ
イエロー

1個

37 ブラザー インクカートリッジ LC 11－4PK 4色パック 1個

38 ブラザー インクカートリッジ LC 211BK-2PK ブラック 1個

39 ブラザー インクカートリッジ LC
211C
211M
211Y

シアン
マゼンタ
イエロー

1箱

40 ブラザー インクカートリッジ LC 211－4PK 4色パック １個

41 アマノ インクリボン CE-319550 黒 1個

42 アマノ インクリボン YK-629670 赤 2個

タイムスタンプ
NS-5100

IPSiO SP C831

IPSiO SP C750

IPSiO SP C250L

CX-320
CX-350

MFC-935CDN

MFC-J997DN
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